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事業者向け食品表示講習会の開催要領 

 

１ 目 的 

  平成２７年４月１日にＪＡＳ法、食品衛生法及び健康増進法の３つの法律の食品表

示に関する規定が一元化され、食品表示法が施行されました。 

完全実施に向けて５年間の経過措置期間が設けられ、令和元年度末までに新法に基づ

いた表示に移行することが定められています。 

このため、山城地域の食品関連事業者が食品表示を正しく理解し適正な表示の遵守に

資することを目的に食品表示講習会を実施します。 

 

２ 日 時 

  令和２年２月１９日（水）  午後２時から４時まで 

 

３ 場 所 

宇治田原町総合文化センター 研修室３ 

（綴喜郡宇治田原町岩山沼尻４６－１） 

TEL : ０７７４－８８－５８５１ 

 

４ 内 容 

（１）食品表示法について 

① 食品表示法の概要について 

 

② 表示事項について 

ア 品質事項（ＪＡＳ法関係） 

イ 衛生事項（食品衛生法関係） 

ウ 保健事項（健康増進法関係） 

 

（２）質疑・意見交換（事前に受付します。） 

 

５ 対象者（山城地域に所在の食品関連事業者及び関係機関・団体） 

① 次の食品関連事業者（飲食店及びインストアー製造販売を行う者を除く。） 

食品製造・販売事業者、食品小売事業者、農産物直売農家等 

② 関係団体担当者（商工会・商工会議所、ＪＡ等）、市町村担当者等 

約５０名 

   

６ 主 催 

  京都府山城広域振興局農林商工部企画調整室 

（講師：京都府山城広域振興局農林商工部及び山城北保健所職員） 

 



７  参加希望及び連絡先 

参加希望される方は、事前に別紙の「参加希望申込書」により郵送・ＦＡＸ・Ｅ－

ｍａｉｌにより申し込みしてください。 

 参加希望申込書は京都府山城広域振興局企画調整室のホームページからダウンロー

ドできます。 

（１）申込期限 

令和２年２月７日（金） 

なお、申込期限前でも、定員になり次第希望を締め切らせていただきます。 

（先着順） 

   質問・意見等は、参加申し込みと併せてお願いします。 

（２）申込先  

 京都府山城広域振興局農林商工部企画調整室 

 〒６１１－００２１ 

 宇治市宇治若森７の６ 
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